
再評価結果（平成２０年度事業継続箇所）

担 当 課：沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課

担当課長名：竹 富 信 也

事業名 事業 事業

都市計画道路真地久茂地線外１線 トンネル工区 区分 街路 主体 沖縄県（ ）
ま あ じ く も じ

起終点 延長

沖縄県那覇市識名地内 ０．８４ｋｍ
おきなわ な は しきな

事業概要

当路線は、那覇市松尾の那覇高校前交差点を起点に開南交差点、与儀交差点、寄宮交差点及び上間入口

交差点を経て第二環状線に至る那覇市を東西に横断する重要な幹線道路として位置づけられている。

上間入口交差点から第二環状線へ至る現道は、起伏が激しく蛇行しており幅員も狭いためバイパスとし

て線形を改良し、４車線に拡幅整備することにより、慢性的な交通渋滞を解消し、那覇市中心部と郊外を

結ぶ機能的な交通網の確立及び安全で快適な歩行空間の創出を図る。当該事業は、バイパス区間の一部と

してトンネル工区を整備するものである。

Ｈ１０年度事業化 Ｓ６０年度都市計画決定 Ｈ１１年度用地着手 Ｈ１５年度工事着手

（Ｈ１１年度変更）

全体事業費 ６７億円 事業進捗率 ６１％ 供用済延長 ０．００ｋｍ

計画交通量 ２２，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 13/350億円 536/536億円 平成１９年(事業全体)

億円 億円１．５ 事 業 費：12/349 走行時間短縮便益：515/515

億円 億円(残事業) 維持管理費：1.1/1.1 走行経費減少便益： 20/ 20

億円４０．２ 交通事故減少便益：1.3/ 1.3

事業の効果等

・円滑なモビリティーの確保（現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存

在する ）。

・個性ある地域の形成（特別立法（沖縄振興特別措置法）に基づく事業である ）。

・安全で安心できるくらしの確保（三次医療施設（南部医療センター・こども医療センター ）へのアク）

セス向上が見込まれる ）。

他４項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

那覇市議会において、朝夕の通勤時の現道の渋滞緩和について取り上げられており、当該路線の早期整

備が求められている。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成１８年４月に県立南部医療センター・こども医療センターが開業した。

平成１８年４月に県道宜野湾南風原線の新川交差点から県公文書館までの区間が完成した。

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１９年度からトンネル掘削を行っており、平成１９年度末にトンネル延長の８５％を掘削し、平成

２０年度内には全延長の掘削を終える予定である。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

平成１７年度までに全事業用地を確保しており、現計画通り事業を進め、平成２２年度の全面供用を目

指す。

施設の構造や工法の変更等

再生材の使用により、資源の有効活用を図る。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


